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第 １ 回 決 算 特 別 委 員 会 会 議 記 録 

 

日 時  令和元年９月２日（月曜日）                   午前１１時 ２分 開会 

場 所  水戸市議会 第１・第２委員会室                 午前１１時５７分 散会 

──────────────────────── 

付託事件 

 一般会計及び特別会計決算に関する事項 

──────────────────────── 

１ 本日の会議に付した事件 

 (1) 委員長の互選について 

 (2) 副委員長の互選について 

 (3) 議案説明 

 (4) 今後の審査の日程等について 

２ 出席委員（１２名） 

  委 員 長   内  藤  丈  男  君   副 委 員 長   木  本  信 太 郎  君 

  委   員   萩  谷  慎  一  君   委   員   中  庭  次  男  君 

  委   員   綿  引     健  君   委   員   後  藤  通  子  君 

  委   員   森     正  慶  君   委   員   黒  木     勇  君 

  委   員   大  津  亮  一  君   委   員   栗  原  文  隆  君 

  委   員   袴  塚  孝  雄  君   委   員   福  島  辰  三  君 

３ 欠席委員（なし） 

４ 委員外議員出席者（１名） 

  議   長   安  藏     栄  君 

５ 説明のため出席した者の職，氏名 

副 市 長 田  尻     充  君 副 市 長 秋  葉  宗  志  君 

市長 公室長 武  田     秀  君 総 務 部 長 荒  井     宰  君 

財 務 部 長 園  部  孝  雄  君 市民協働部長 鈴  木  吉  昭  君 

生活環境部長 川  上  幸  一  君 
保健福祉部長 
兼福祉事 務 
所 長 

大 曽 根  明  子  君 

産業経済部長 小 田 木  健  治  君 建 設 部 長 渡  邊  雅  之  君 

都市計画部長 高  橋     涼  君 
会計管理 者 
兼会計課 長 

小 田 木  義  弘  君 

消 防 長 小  泉  直  紀  君 消 防 次 長 石  川     隆  君 
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教 育 長 本  多  清  峰  君 教 育 部 長 増  子  孝  伸  君 

選挙管理委員会 
事 務 局 長 

石  田  顕  男  君 
監 査 委 員 
事 務 局 長 

綿  引  信  明  君 

農業 委員会 
事 務 局 長 

横  山  英  雄  君 財 政 課 長 梅  澤  正  樹  君 

６ 事務局職員出席者 

事 務 局 長 小  嶋  正  徳  君 
事務局次 長 
兼総務課 長 

関  谷     勇  君 

議 事 課 長 永  井  誠  一  君 議 事 係 長 綱  島  卓  也  君 

書 記 嘉  成  将  大  君 書 記 島  田  祐  輔  君 
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午前１１時 ２分 開会 

○安藏議長 それでは，引き続き，御苦労さまでございます。 

 本日は最初の委員会でございますので，初めに，正副委員長の互選をお願いし，委員会を進めていただき

たいと存じます。 

 それでは，年長の委員の方に臨時に委員長の職務をおとりいただきまして，まず委員長を選出していただ

きたいと存じます。 

 出席委員中，年長の方は福島辰三委員でございますので，どうぞよろしくお願いをいたします。 

〔臨時委員長 福島辰三君委員長席に着く〕 

○福島臨時委員長 それでは，年長ゆえに，暫時，臨時委員長の職を務めさせていただきます。 

 それでは，定足数に達しておりますので，ただいまから決算特別委員会を開会いたします。 

──────────────────────── 

委員長の互選 

○福島臨時委員長 それでは，委員長の互選を行いたいと思いますが，どのような方法で決定するか御意見

を承ります。 

 袴塚委員。 

○袴塚委員 私は，円満な委員会の運営のためにも，指名推選で委員長の互選をさせていただきたいと思い

ます。 

○福島臨時委員長 ただいま，袴塚委員から発言ありましたように，指名推選ということで，よろしいでし

ょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○福島臨時委員長 御異議なしと認め，指名推選といたします。 

 それでは，袴塚委員より推選される方の発表をお願いいたします。 

○袴塚委員 学識，識見ともにすぐれて，ハンドル役も的確な内藤丈男委員を委員長に推薦したいと思いま

す。 

○福島臨時委員長 ただいま，内藤丈男委員を委員長に推選されましたが，これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○福島臨時委員長 御異議なしと認め，内藤丈男委員長に決定させていただきます。 

 それでは，委員長から御挨拶をお願いいたします。 

〔臨時委員長 福島辰三君退席，委員長 内藤丈男君委員長席に着く〕 

──────────────────────── 

委員長 内藤丈男君就任挨拶 

○内藤委員長 ただいま委員長に選出されました内藤でございます。 

 何分ふなれでございますが，委員の皆様方の御協力をいただきまして，委員長としての職を務めてまいり

たいと存じますので，御協力のほどをよろしくお願いいたします。 

──────────────────────── 



－4－ 

副委員長の互選 

○内藤委員長 それでは，次に副委員長の互選を行いたいと思いますが，どのような方法で行うかお諮りい

たします。 

 袴塚委員。 

○袴塚委員 委員長と同じく指名推選でお願いしたいと思いますので，よろしくお願いします。 

○内藤委員長 ただいま，袴塚委員から発言がありましたように，指名推選の方法により行うことに御異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○内藤委員長 御異議なしと認め，それでは，ただいま発言されました袴塚委員から推選する方の氏名を発

表していただくことに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○内藤委員長 それでは，袴塚委員から推選する方の氏名を発表願います。 

 袴塚委員。 

○袴塚委員 私は，副議長も経験され，的確な補佐役として適任の木本信太郎委員を副委員長として推選を

させていただきたいと思いますので，よろしくお取り計らい願います。 

○内藤委員長 ただいま袴塚委員から木本委員を副委員長に推選されましたが，これに御異議ございません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○内藤委員長 御異議なしと認め，木本委員が副委員長に当選されました。 

 ただいま当選されました木本副委員長から，就任の御挨拶をお願いいたします。 

〔副委員長 木本信太郎君副委員長席に着く〕 

──────────────────────── 

副委員長 木本信太郎君就任挨拶 

○木本副委員長 ただいま副委員長に御指名いただきました木本でございます。 

 委員長の補佐役として，円滑な委員会運営に向け努めてまいりますので，皆様，御協力どうぞよろしくお

願いいたします。 

──────────────────────── 

議案説明 

○内藤委員長 それでは，これより議事に入ります。 

 まず初めに，認定第１号 平成３０年度水戸市一般会計及び特別会計決算認定についてにつきましては，

いまだ当特別委員会に付託されておりませんが，前例に倣い，執行部より議案の説明をお願いいたします。 

○園部財務部長 それでは，認定第１号の平成３０年度水戸市一般会計及び特別会計決算認定については，

一般会計及び１０の特別会計の決算について，地方自治法の規定に基づき監査委員の審査意見をつけて認定

に付するものでございます。 

 決算内容につきましては，議案書⑦の歳入歳出決算事項別明細書，実質収支に関する調書，財産に関する
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調書により説明させていただきます。 

 まず，一般会計の歳入から御説明申し上げます。 

 議案書⑦の２ページ，３ページをお開き願います。 

 第１款市税につきましては，予算に対する収入率は９９.９％となっており，調定額に対する徴収率は

９６.３％で，昨年度から０.７ポイント改善しており，各項ごとの収入率につきましては，第１項市民税が

１００.１％，第２項固定資産税が１００.２％，第３項軽自動車税が９７.３％，第４項市たばこ税が

９５.２％，第５項都市計画税が１００.１％となっております。 

 ４ページ，５ページをお願いいたします。 

 第２款地方譲与税は，収入率が１０２.３％，第３款利子割交付金は１１４.１％，第４款配当割交付金は

８６.７％，第５款株式等譲渡所得割交付金は７３.６％，第６款地方消費税交付金は１０３.３％，第７款

ゴルフ場利用税交付金は１０８.７％となっております。 

 ６ページ，７ページをお願いいたします。 

 第８款自動車取得税交付金は収入率９４.１％，第９款国有提供施設等所在市町村助成交付金は９４.６％，

第１０款地方特例交付金は１００.８％となっております。第１１款地方交付税は９９.０％となっており，

そのうち普通交付税は１００.０％，特別交付税は９８.０％となっております。第１２款交通安全対策特別

交付金は８８.２％となっております。 

 第１３款分担金及び負担金は，収入率が８８.１％となっておりますが，こちらにつきましては，第１項

負担金のうち，８ページ，９ページ，第２目の民生費負担金のうち，保育所利用者負担金が見込みを下回っ

たことなどによるものでございます。 

 １０，１１ページをお開き願います。 

 第１４款使用料及び手数料は，収入率が９６.５％となっております。そのうち，第１項使用料は

９４.６％となっており，これにつきましては，１２ページ下段からの第６目土木使用料のうち，１５ペー

ジ，第４節住宅使用料が見込みを下回ったことなどによるものであります。 

 次に，１６，１７ページ，第２項手数料は９８.７％となっております。 

 次に，ページが飛びまして，２０ページ，２１ページをお開きいただき，第１５款国庫支出金は，収入率

が８５.４％で，予算額に比べ約４５億６,４００万円の減となっておりますが，翌年度に繰り越した財源を

加えますと，実質的な収入率では９３.９％となっております。このうち，第１項国庫負担金は，収入率は

９７.１％で，２２ページ，２３ページ，第２項国庫補助金は７３.０％となっておりますが，これは繰り越

しの影響によるものでございます。 

 次に，３０ページ，３１ページをお開き願います。 

 上段，第３項委託金は，収入率９６.１％となっております。下段の第１６款県支出金は，収入率

９３.１％で，予算額に比べ約６億１,３００万円の減となっております。こちらについては，翌年度に繰り

越した財源を加えますと，実質的な収入率では９４.５％となっております。このうち，第１項県負担金は

９３.３％，３２ページ，３３ページ，下段の第２項県補助金は８９.１％となっております。 

 次に，４０ページ，４１ページをお開き願います。 
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 第３項委託金は，収入率１１０.１％となっております。 

 次に，４２，４３ページ，第１７款財産収入は，収入率５９.１％となっております。こちらにつきまし

ては，４４，４５ページ，第２項第１目の不動産売払収入が見込みより少なかったことなどによるものであ

ります。 

 その下段，第１８款寄附金につきましては，収入率８９.２％となっております。 

 次に，４６ページ，４７ページ，第１９款繰入金は収入率９３.４％となっております。 

 次に，４８ページ，４９ページ，第２０款繰越金は収入率１０２.３％，第２１款諸収入は１０２.８％と

なっております。 

 次に，６０ページ，６１ページをお開き願います。 

 第２２款市債につきましては，翌年度への繰り越しの影響で収入率７８.６％となっております。 

 次に，６４ページ，６５ページをお開き願います。 

 最下段でございますが，歳入合計につきましては，予算現額１,５０５億８,３４９万２,２４３円に対し，

調定額１,４１８億９,５１６万８,７９５円，収入済額は１,３９０億３,１５０万６,４１８円で，収入率が

９２.３％となりました。また，不納欠損額が３億１,８５２万２,０６４円，収入未済額は２５億

４,５１４万３１３円となっております。 

 歳入については，以上でございます。 

○小嶋事務局長 続きまして，歳出でございます。 

 同じく議案書⑦の６６，６７ページをお願いいたします。 

 第１款議会費，第１項議会費，第１目議会費につきましては，執行率は９５.６％となっております。主

な内容につきましては，議員報酬，議会事務局職員の人件費，議会の活動経費でございます。 

○荒井総務部長 続きまして，第２款総務費につきましては，６８，６９ページをお開き願います。 

 執行率は９１.１％となっております。そのうち，第１項総務管理費につきましては，執行率は９０.６％

となっておりまして，執行内容の主なものにつきましては，ページが飛びますが，７２，７３ページをお開

き願います。 

 第５目財産管理費におきましては，旧山根小学校利活利用事業に向けた整備等を実施しております。 

 ７４，７５ページをお願いいたします。 

 第６目新庁舎整備費におきましては，平成２８年度から平成３１年度までの継続事業として，新庁舎建設

事業を推進いたしました。 

 ７６，７７ページの第８目交通政策費におきましては，自転車通行空間の整備や路線バスの運行支援など

を実施しております。 

 ページが飛びますが，８０，８１ページでございます。 

 第１３目国民体育大会費におきましては，本大会の開催に向けた準備と競技別リハーサル大会の開催のた

めの経費を支出いたしております。 

 ページが飛びますが，８４，８５ページをお願いいたします。 

 第１７目市民センター費におきましては，鯉淵市民センター及び妻里市民センターの建設事業等を実施い



－7－ 

たしました。 

 ８６，８７ページの第１９目防災諸費におきましては，防災行政無線の再整備や防災用自動起動ラジオ整

備事業等を実施しております。 

 ページが飛びますが，９０，９１ページをお願いいたします。 

 第２１目生活安全費におきましては，国体開催に向けた防犯カメラ設置等を実施いたしました。 

 ページが飛びますが，９４，９５ページをお願いいたします。 

 第２７目水戸黄門ふるさと基金費におきましては，寄附者に対し水戸市の特産品等を贈呈する経費等を執

行しております。 

 第１項総務管理費につきましては，以上でございます。 

○園部財務部長 同じページの下段でございます。 

 第２項徴税費につきましては，執行率は９８.２％で，執行内容の主なものは，市税の賦課と徴収に係る

人件費及び事務経費であります。 

○鈴木市民協働部長 ９８，９９ページをお開き願います。 

 第３項戸籍住民基本台帳費につきましては，執行率９０.８％となっております。執行内容の主なものと

いたしましては，戸籍住民基本台帳などに係る事務処理費や個人番号カードの交付に要した経費でございま

す。 

○石田選挙管理委員会事務局長 続きまして，同じページの下段をごらん願います。 

 第４項選挙費につきましては，執行率９１.５％となっております。執行内容の主なものにつきましては，

次の１００，１０１ページをお開きいただきまして，第３目諸選挙費におきまして，県議会議員一般選挙に

要した経費でございます。 

○武田市長公室長 続きまして，１０２，１０３ページをお開き願います。 

 第５項統計調査費につきましては，執行率は９５.１％となっております。執行内容の主なものにつきま

しては，第１目統計調査総務費，第２目諸統計調査費において，統計事務に従事する職員，住宅土地統計調

査に係る人件費等でございます。 

○綿引監査委員事務局長 同じく，１０４，１０５ページをお開きください。 

 第６項監査委員費につきましては，執行率は９９.４％となっております。執行内容の主なものにつきま

しては，監査委員及び事務局職員の人件費，各種監査等に要した経費でございます。 

○大曽根保健福祉部長兼福祉事務所長 同じく，１０４，１０５ページ，第３款民生費につきましては，執

行率９４.３％となっております。 

 第１項社会福祉費につきましては，執行率は９７.２％となっております。執行内容の主なものにつきま

しては，第１目社会福祉総務費におきまして，民生委員児童委員活動の推進や福祉ボランティア会館の管理

運営に要する経費，１０６，１０７ページをお開きいただきまして，第２目障害福祉費において，各種障害

福祉サービスの提供に要する経費，１０８，１０９ページをお開きいただきまして，第３目高齢福祉費にお

いて，在宅高齢者の生活を支援する経費，１１２，１１３ページをお開きいただき，第６目医療福祉費にお

きまして，マル福に係る経費，第７目後期高齢者医療費において，県広域連合への負担金等を執行したもの
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でございます。 

 続きまして，１１４，１１５ページをお開き願います。 

 第２項児童福祉費につきましては，執行率８９.４％となっております。執行内容の主なものにつきまし

ては，第１目児童福祉総務費におきまして，子育て支援・多世代交流センターや子ども発達支援センターの

運営に係る経費，１１６，１１７ページをお開きいただき，第３目児童措置費において，児童手当，児童扶

養手当の支給，民間保育所等の運営に係る経費，１１８，１１９ページをお開きいただき，第４目児童福祉

施設費において，放課後児童健全育成事業の経費，第５目保育所費において，市立保育所の運営に係る経費

を執行したものでございます。 

 続きまして，１２０，１２１ページをお開き願います。 

 第３項生活保護費につきましては，執行率９７.３％となっており，執行内容の主なものにつきましては，

１２２，１２３ページの第２目生活保護扶助費において，被保護者に対する扶助費を執行したものでござい

ます。 

 続きまして，第４項災害救助費につきましては，執行率は５０.３％となっており，執行内容の主なもの

につきましては，第１目災害救助費において，被災者に対する災害見舞金の支給などを執行したものでござ

います。 

 １２４，１２５ページをお開き願います。 

 続きまして，第４款衛生費につきましては，執行率は８５.４％となっております。 

 第１項保健衛生費につきましては，執行率は８２.０％となっております。執行内容の主なものにつきま

しては，第１目保健衛生総務費におきまして，地域医療に係る経費や妊婦健康診査に対する公費負担，

１２６，１２７ページをお開きいただき，第２目予防費において，各種予防接種費用の公費負担，第３目健

康増進費において，がん検診等の推進に係る経費，１２８，１２９ページをお開きいただき，第４目診療所

費におきまして，水戸市休日夜間緊急診療所の運営に係る経費，第５目保健所費において，（仮称）水戸市

保健所整備に係る経費や（仮称）水戸市動物愛護センター整備に係る経費，１３０，１３１ページをお開き

いただき，第６目墓園埋葬費におきまして，市営墓地の維持管理に係る経費，第７目斎場費におきまして，

斎場の管理運営に係る経費及び新斎場整備に係る基本計画策定等に係る経費を執行したものでございます。 

○川上生活環境部長 １３２，１３３ページをお開き願います。 

 第２項清掃費につきましては，執行率８６.７％となっております。主なものにつきましては，１３４，

１３５ページをお開きいただき，ここから１３７ページまでの第２目塵芥処理費におきまして，ごみ収集運

搬，処理に係る経費のほか，新ごみ処理施設整備事業に係る経費を執行したものでございます。 

 次に，１３６ページ，１３７ページの下段をごらん願います。 

 ここから１３９ページまでの第３目し尿処理費につきましては，し尿の収集運搬，処理等に係る経費を執

行したものでございます。 

○園部財務部長 １３８ページ，１３９ページの最下段でございますが，第３項上水道費につきましては，

水道事業会計への繰出金で，繰り越しがあるため，執行率は６１.８％となっております。 

○小田木産業経済部長 続きまして，１４０，１４１ページをごらん願います。 
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 第５款労働費，第１項労働諸費につきましては，執行率は９６.８％となっております。執行内容の主な

ものにつきましては，一般財団法人水戸市勤労者福祉サービスセンターに対する補助のほか，企業ガイドブ

ックの作成など就労支援事業を執行したものであります。 

 続きまして，下段の第６款農林水産業費につきましては，執行率は９０.８％となっております。第１項

農業費につきましては，執行率は９０.７％となっており，執行内容の主なものにつきましては，１４４ペ

ージ，１４５ページにまいりまして，第３目農業振興費につきましては，農地中間管理機構集積協力事業，

農業・農村多面的機能維持事業等を執行したものであります。 

 １４６，１４７ページにまいりまして，第５目農地費につきましては，排水路の整備，県営土地改良事業

に対する負担金など，農業基盤整備や農業集落排水事業への繰出金として執行したものであります。 

 １５２，１５３ページにまいりまして，第２項林業費につきましては，執行率は９４.５％となっており，

執行内容の主なものについては，市有林の管理等に要する経費を執行したものであります。 

 第３項水産業費につきましては，執行率は１００％となっており，執行内容の主なものは，漁業組合に対

する補助等を執行したものであります。 

 下段の第７款第１項商工費につきましては，執行率は８０.２％となっております。執行内容の主なもの

につきましては，１５４ページ，１５５ページにまいりまして，第２目商工業振興費として，中小企業等を

対象とした市制度融資における利子補給や商店街の活性化，創業支援，企業立地促進補助等を執行したもの

でございます。 

 １５６，１５７ページにまいりまして，第３目観光費につきましては，インバウンド観光や広域観光の推

進等を執行したものでございます。 

○渡邊建設部長 続きまして，１５８，１５９ページをお開き願います。 

 第８款土木費につきましては，執行率７３.８％となっております。 

 第１項土木管理費につきましては，執行率９６.４％となっており，第１目土木総務費，第２目建築指導

費ともに職員給与等が主なものでございます。 

 次に，１６０，１６１ページをお開き願います。 

 第２項道路橋りょう費につきましては，執行率７０.２％となっておりまして，第１目道路橋りょう総務

費については，道路行政にかかわる職員給与等でございます。 

 ページを返していただきまして，１６２，１６３ページでございます。 

 第２目道路維持費は，舗装道路の維持補修を行ったものでございます。 

 ページを返していただきまして，１６４，１６５ページでございます。 

 第３目道路新設改良費は，加倉井・開江線などの道路新設改良事業や狭隘道路整備事業，側溝新設改良事

業を行ったものでございます。 

 １６６，１６７ページをお開き願います。 

 第４目交通安全施設整備費につきましては，通学路の整備等交通安全対策を行ったものでございます。 

 第５目橋りょう新設改良費につきましては，駅南中橋ほか２橋の長寿命化修繕工事を行ったものでござい

ます。 
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 第６目橋りょう維持費につきましては，橋りょうの定期点検を行ったものでございます。 

 第３項河川費につきましては，執行率８８.６％となっております。 

 ページを返していただきまして，１６８，１６９ページをお開き願います。 

 第１目河川総務費につきましては，河川都市排水課職員の給与等でございます。 

 第２目排水路費につきましては，酒門町を初めとしました排水路の整備を行ったものでございます。 

 ページを返していただきまして，１７０，１７１ページでございます。 

 第３目河川改良費につきましては，石川川の改修などを行ったものでございます。 

○高橋都市計画部長 １７０，１７１ページの下段をごらんください。 

 第４項都市計画費につきましては，執行率は７２.７％となってございます。執行内容の主なものにつき

ましては，第１目都市計画総務費におきまして，泉町１丁目北地区市街地再開発事業に伴う実施設計及び転

出者に対する補償金等に対する補助金の支出を行ったところでございます。 

 次に，１７４，１７５ページをお開きいただき，第４目街路整備事業費におきまして，都市計画道路３・

３・１６号梅香下千波線を初め，各都市計画道路の整備を行ったところでございます。 

 下段，第５目都市下水路費におきまして，各都市下水路の整備を行ったほか，１７６ページからの第６目

公園費におきまして，千波公園の整備を初め，公園施設の長寿命化改修を行ったところでございます。 

 続きまして，１７８，１７９ページをお開きください。 

 ページ下段，第５項住宅費につきましては，執行率は８５.２％となってございます。執行内容の主なも

のにつきましては，１８０，１８１ページの第２目住宅建設費におきまして，河和田住宅第８工区の新築工

事を行ったところでございます。 

○石川消防次長 続きまして，１８２，１８３ページの第９款消防費，第１項消防費につきましては，執行

率９９.３％となっております。執行内容の主なものといたしまして，第１目常備消防費におきまして，職

員給与費，消防救急救助活動等に係る経費のほか，応急手当普及啓発事業や茨城消防救急無線・指令センタ

ー運営経費を執行したものでございます。 

 １８４，１８５ページをお開きください。 

 第３目消防施設費につきましては，高規格救急自動車，消防ポンプ自動車購入のための経費を執行したも

のでございます。 

○増子教育部長 続きまして，１８６，１８７ページをお開きください。 

 第１０款教育費につきましては，執行率は９０.６％となっております。 

 第１項教育総務費につきましては，執行率９６.６％となっております。執行内容の主なものにつきまし

ては，１８８，１８９ページをお開きいただき，第３目学校教育指導費において，水戸スタイルの教育の推

進に要した経費などでございます。 

 次に，１９２，１９３ページをお開きください。 

 第２項小学校費につきましては，執行率８５.３％となっております。執行内容の主なものにつきまして

は，１９６，１９７ページをお開きいただき，第３目小学校建設費において，吉田小学校長寿命化改良事業

やブロック塀の改修に要した経費などでございます。 
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 第３項中学校費につきましては，執行率９０.３％となっております。執行内容の主なものにつきまして

は，１９８，１９９ページをお開きいただき，第３目中学校建設費において，中学校１４校の空調設備整備

事業や内原中学校屋内運動場長寿命化改良事業の実施に要した経費などでございます。 

 次に，２００，２０１ページをお開きいただき，第４項幼稚園費につきましては，執行率９４.１％とな

っております。執行内容の主なものにつきましては，２０２，２０３ページをお開きいただき，第３目私立

幼稚園費において，私立幼稚園等の施設型給付に要した経費などでございます。 

 第５項社会教育費につきましては，執行率８１.３％となっております。執行内容の主なものにつきまし

ては，第１目社会教育総務費において，平成２８年度から令和元年度までの継続事業である水戸城大手門復

元整備事業の推進に要した経費などでございます。 

○鈴木市民協働部長 ２１６，２１７ページをお開き願います。 

 第６項保健体育費につきましては，執行率９３.４％となっております。執行内容の主なものといたしま

しては，２１８，２１９ページ，第２目体育施設費におきまして，東町運動公園新体育館の整備等を行った

ものであります。 

○園部財務部長 ２２２，２２３ページをお願いいたします。 

 第１１款災害復旧費については，執行はございませんでした。 

 第１２款公債費につきましては，市債の償還元金と利子であり，執行率は９８.５％であります。 

 第１３款予備費につきましては，当初予算１億円から台風による災害対応などに１,４８３万３,３８０円

を充用したところであります。 

 ２２４，２２５ページ，最下段でございますが，歳出合計は，予算現額１,５０５億８,３４９万

２,２４３円に対し，支出済額は１,３３５億２,０８８万７,９１０円で，執行率は８８.７％，翌年度繰越

額を加えた執行率は９５.６％となり，不用額は６５億９,８１９万４,３７０円となったものであります。 

 一般会計については，以上であります。 

○大曽根保健福祉部長兼福祉事務所長 ここから，各特別会計について御説明いたします。 

 初めに，２２８ページからの国民健康保険会計について御説明いたします。 

 本会計の歳入総額は，２３４，２３５ページをお開きいただきまして，最下段に記載のとおり，２４４億

７,６１３万２,９０６円，予算に対する収入率は９３.８％となっており，主なものは，２２８，２２９ペ

ージにお戻りいただきまして，第１款国民健康保険税，２３０，２３１ページの第４款県支出金でございま

す。 

 また，歳出総額は，２４６，２４７ページをお開きいただきまして，最下段に記載のとおり，２４２億

９,３６２万２,８７２円，執行率は９３.１％となっており，主なものは，２３８，２３９ページにお戻り

いただきまして，第２款保険給付費，２４２，２４３ページの第３款国民健康保険事業費納付金でございま

す。 

○小田木産業経済部長 続きまして，２５０ページ，２５１ページをお開き願います。 

 公設地方卸売市場事業会計の決算につきまして御説明いたします。 

 本会計は，歳入総額が，２５２，２５３ページのとおり１１億４,４３１万８,９７８円で，予算に対する
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収入率が１４３.５％となっており，主なものは第１款の市場使用料や施設使用料の収入であります。 

 ２５６，２５７ページにまいりまして，歳出総額は６億４６５万５,１９３円で，予算に対する執行率は

７５.８％となっており，主なものは市場再整備計画の策定や設備の改修工事など市場の管理運営に要する

経費を初め，市債の償還金を執行しております。 

 ２６０ページ，２６１ページにまいりまして，駐車場事業会計の決算につきまして御説明いたします。 

 本会計は，歳入総額が１億６,１６３万３,６５６円で，予算に対する収入率は１０３.６％となっており，

主なものは第１款の赤塚駅北口駐車場使用料及び第２款の一般会計からの繰入金であります。 

 ２６２，２６３ページにまいりまして，歳出総額は１億４,６６２万７,０８８円で，予算に対する執行率

は９４.０％となっており，主なものは赤塚駅北口駐車場の管理運営に要する経費及び駐車場整備事業に係

る市債の償還金を執行しております。 

 続きまして，２６６ページ，２６７ページにまいりまして，農業集落排水事業会計の決算につきまして御

説明いたします。 

 本会計は，歳入総額が２７０ページ，２７１ページのとおり，８億７６１万１４３円で，予算に対する収

入率は１０５.５％となっており，主なものは第２款第１項の使用料，第３款，第４款の国，県支出金，第

６款第１項の一般会計繰入金であります。 

 歳出総額は，２７４，２７５ページにまいりまして，７億５,１５７万５,１３３円で，予算に対する執行

率は９８.２％となっており，主なものは農業集落排水事業の維持管理や管路整備，市債の償還金を執行し

ております。 

○高橋都市計画部長 続きまして，東前第四土地区画整理事業会計について御説明いたします。 

 ２７８ページ，２７９ページをお開きください。 

 歳入総額は９１６万８,５６０円，予算に対する収入率は９５.５％となっております。主なものは一般会

計繰入金，繰越金でございます。 

 次に，２８１ページをお開きください。 

 歳出総額は５１１万２,２７４円で，執行率は５３.３％でございます。執行内容の主なものにつきまして

は，第２款の公債費でございます。 

 続きまして，東前第二土地区画整理事業会計について御説明いたします。 

 ２８４ページからをお願いいたします。 

 ２８６，２８７ページ，最下段でございます。歳入総額は３億１９２万５,６６３円，予算に対する収入

率は５５.２％でございます。主なものは，２８４，２８５ページにお戻りいただいて，第２款財産収入，

第４款繰越金でございます。 

 ２８８ページからの歳出について御説明いたします。 

 ２９０，２９１ページ，最下段に記載のとおり，歳出総額は２億３６５万２,６５３円で，執行率は

３７.３％でございます。２８８，２８９ページにお戻りいただきまして，主なものにつきましては，土地

区画整理事業区域内の道路整備や建物などの物件移転補償などでございます。 

 以上でございます。 
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○荒井総務部長 続きまして，公共用地先行取得事業会計について御説明申し上げます。 

 ２９４，２９５ページをお開き願います。 

 歳入総額が２億１４１万２,１９２円，予算に対する収入率が８１.３％となっており，先行取得した用地

に係る借入金の元利償還に対する一般会計繰入金と公共用地先行取得事業に係る市債でございます。 

 ２９６，２９７ページをお開き願います。 

 歳出総額は２億１３６万１,１９２円で，執行率が８１.３％となっておりまして，公共用地先行取得事業

による用地取得費と先行取得した用地に係る借入金の元利償還金でございます。 

○大曽根保健福祉部長兼福祉事務所長 続きまして，３００ページからの介護保険会計について御説明いた

します。 

 本会計の歳入総額は，３０６，３０７ページをお開きいただきまして，最下段に記載のとおり２２８億

７,０４７万７,９２８円で，予算に対する収入率は１０２.２％となっており，主なものは，３００，

３０１ページにお戻りいただきまして，第１款保険料，第３款国庫支出金，３０２，３０３ページの第４款

支払基金交付金，第５款県支出金でございます。 

 また，歳出総額は３２２，３２３ページをお開きいただきまして，最下段に記載のとおり２１８億

１,８９９万９,７６２円で，執行率は９７.５％となっており，主なものは，３１２，３１３ページにお戻

りいただきまして，第２款保険給付費，３１４，３１５ページの第３款地域支援事業費でございます。 

 続きまして，介護サービス事業会計について御説明いたします。 

 ３２６，３２７ページをお開き願います。 

 本会計の歳入総額は４,２１２万７,８８９円，予算に対する収入率は８６.９％となっており，主なもの

は，第１款のサービス収入でございます。 

 ３２８，３２９ページをお開きいただき，歳出総額は３,９０４万９,８７４円，執行率は８０.５％とな

っており，主なものは，第１款指定介護予防支援事業費でございます。 

 続きまして，３３２ページからの後期高齢者医療会計について御説明いたします。 

 ３３４，３３５ページをお開きいただきまして，本会計の歳入総額は，ページ最下段に記載のとおり

３０億９,７５１万８,２９８円，予算に対する収入率は９２.５％となっており，３３２，３３３ページに

お戻りいただきまして，主なものは，第１款後期高齢者医療保険料でございます。 

 ３３８，３３９ページをお開きいただきまして，歳出総額はページ最下段に記載のとおり３０億

９,４６４万３,２３１円，執行率は９２.４％となっており，３３６，３３７ページにお戻りいただきまし

て，主なものは，第２款後期高齢者医療広域連合納付金でございます。 

 特別会計の説明につきましては，以上でございます。 

○小田木会計管理者兼会計課長 続きまして，３４２ページをお開きください。 

 このページからは一般会計と特別会計の実質収支に関する調書でございます。 

 一般会計につきましては，歳入総額から歳出総額を差し引いた歳入歳出差引額から，翌年度へ繰り越す財

源となります継続費逓次繰越額及び繰越明許費繰越額を差し引きました実質収支額は，３０億８,３３２万

５,０００円でございます。 
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 次ページの国民健康保険会計から３５２ページの後期高齢者医療会計までの１０の特別会計の実質収支に

関する調書につきましては，後ほどお目通しをお願いいたします。 

○荒井総務部長 続きまして，財産に関する調書について御説明いたします。 

 ３５４，３５５ページをお願いいたします。 

 まず，公有財産のうち，(1)の土地及び建物につきましては，合計欄で申し上げますと，土地につきまし

ては，決算年度末現在高は前年度末より増となってございます。主なものは，水戸城跡周辺地区整備事業用

地の取得や開発行為に伴う街区公園や児童遊園等の帰属などでございます。建物につきましては，木造及び

非木造を合わせた延べ面積の合計は前年度末より増となっております。主なものは，市役所本庁舎の建設，

見川中学校の増改築，河和田住宅の建設などでございます。 

 ３５６ページをお開き願います。 

 (2)の山林，(4)の物件，(5)の無体財産権，(6)の有価証券については，それぞれ年度中の増減はございま

せん。 

 ３５７ページをごらんいただきたいと思います。 

 (7)の出資による権利につきましては，上から３つ目でございますが，茨城県信用保証協会への損失補償

寄託金が減となったことにより，決算年度末現在高の合計は３５８ページの合計欄のとおりとなってござい

ます。 

○小田木会計管理者兼会計課長 続きまして，３５９ページから３６２ページまでの物品について御説明い

たします。 

 取得価格が１件１００万円以上の重要物品につきまして，決算年度中に移動のあった物品は，区分欄に記

載した１３０品目のうち３８品目で，内訳は増加したものが２６品目，減少したものが１２品目となってお

ります。 

 次に，３６３ページをごらんください。 

 債権につきましては，決算年度の翌年度以降に収入となる債権の決算年度中の増減額と年度末の現在額の

状況でございます。 

 １行目の市民税個人現年課税分につきましては，平成３０年度に賦課した特別徴収額のうち平成３１年度

の４月と令和元年度の５月に徴収する金額でございます。 

 以下，地域改善対策住宅新築資金等貸付金から東前第四土地区画整理事業換地処分清算金までのそれぞれ

の債権につきましても，翌年度以降に収入となる金額でございます。 

○園部財務部長 ３６４ページをお開き願います。 

 基金につきましては，財政調整基金を初め１６の基金の総額は，平成３０年度中に２４億４,０７７万

３,０００円の減となり，年度末残高は８４億５,３３６万５,０００円と前年度末から２２.４％の減となっ

ております。また，下段，定額資金運用基金である土地開発基金の現在高は，現金と不動産を合わせ２５億

７,０００万円であり，その内訳は記載のとおりでございます。 

 以上をもちまして，平成３０年度決算の概要説明を終了させていただきます。 

 御審議のほど，よろしくお願いいたします。 
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○内藤委員長 以上で，執行部の説明は終わりました。 

──────────────────────── 

今後の審査の日程等について 

○内藤委員長 次に，今後の審査の日程等についてでございます。 

 初めに，委員会審査の方法についてでございますが，委員会審査の効率化を図るため，前例に倣い，委員

の発言は通告制を採用し，通告順に委員ごとに質疑を行ってまいりたいと思いますが，いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○内藤委員長 それでは，そのように決定させていただきます。 

 次に，質疑時間等についてでございます。 

 前例に倣い，通告者１人当たりの持ち時間をおおむね１時間とし，通告者の質疑の後に行います関連質疑

の取り扱いにつきましては，全ての通告を通しまして，委員１人当たりの持ち時間をおおむね１０分間とい

たしたいと思いますが，いかがでしょうか。 

 中庭委員。 

○中庭委員 今，委員長から，質疑時間等はどうなのというので，１時間というのがありました。しかし，

私はとても，１時間では足らないということで，特に一般会計もあるし，特別会計もいっぱいあるんです。

国保，介護，後期高齢者医療，いろいろいっぱいありますので，ぜひ，これは１時間じゃなくて，制限なし

に，例えば２時間までにするとかいうことで，ぜひ，時間を延ばしていただきたい。昔は，私たちが最初の

ころは時間制限なかったんですよ。 

〔「いつの話」と呼ぶ者あり〕 

○中庭委員 １０年ぐらい前まで制限がなかったんですよ。 

 だからね，そういう点ではね，１時間というのは，これではとても審議できない時間なんですよ。 

 実際ね，ほかの議会の調査をいたしましたけれども，この１時間と制限しているところってほとんどない

ですよね。ですから，私はね，やはり質疑と答弁で１時間というのは，これは，ぜひ撤廃していただきたい。

無制限で，あるいは２時間程度まで認めるとかいうことをね，きちんとしてほしいと。それからね，関連質

疑で１０分っていうのがありますよね。１０分，これもね，短いですよ。皆さんも経験したと思うんですけ

れども，何人かの方々がたくさん発言する中で，１０分で関連質疑なんかできっこないんですよ。だから，

そういう点では，やはり決算特別委員会は議論を十分に行って，どこが財政の問題点だったのか，何が教訓

なのかというのをきちんとね，明らかにするのがこの決算特別委員会の任務だと，市民から負託された私た

ち市議会議員の責務だというふうに思いますので，時間制限は取り払っていただきたいというふうに思いま

す。 

○内藤委員長 ほかにございますか。 

 福島委員。 

○福島委員 決算認定というのは，法律上，万一，議会が認定しなくたっていいんですよ。というのは，予

算でもう使うときに認めてるんだ。だから法律上決まってるんだよ。だから，私もずっと監査委員をやって

いたから余り質問しないかもしれないが，そういう意味で今までどおり，先ほど委員長が言われたとおり決



－16－ 

めてください。お願いします。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〔発言する者あり〕 

○内藤委員長 御異議なしと認め，そのようにさせていただきます。 

 次に，発言通告の提出期限でございますが，委員長宛てに９月５日午後５時までに提出いただくというこ

とでいかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○内藤委員長 それでは，９月５日午後５時までに提出をお願いいたします。 

 次に，決算審査に係る追加資料の請求についてお諮りいたします。 

 追加資料の請求は，発言通告書と同様，委員長宛てに９月５日午後５時までに提出いただくということで

いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○内藤委員長 それでは，９月５日午後５時までに提出をお願いいたします。 

 次に，委員会の審査日程でございます。委員会の審査日程が，本日を除き３日間となっておりますので，

今後の審査の日程や発言通告の進め方等につきましては，正副委員長に御一任いただきたいと思いますが，

いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○内藤委員長 それでは，そのようにさせていただきます。 

 なお，次回の委員会は９月１７日火曜日午前１０時から開催させていただきます。 

 それでは，本日の委員会はこの程度をもちまして散会させていただきます。 

 御苦労さまでした。 

午前１１時５７分 散会 

 


